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１．新大阪駅東口を取り巻く環境

新大阪駅東口地域は、現在都市基盤整備が進められている東淀川区西部地域の

西端に位置し、新大阪駅に接する非常に利便性の高い地域です。この地域では、

新大阪駅整備に合わせた土地区画整理事業や市営住宅整備が進められてきました

が、市民交流センター等の廃止や市営住宅の建替えに伴い、余剰地の発生が見込

まれる状況となっています。

東淀川区西部地域は、阪急京都線・千里線連続立体交差事業や淡路駅周辺地区

土地区画整理事業、平成31年３月に開通したおおさか東線の鉄道整備や歌島豊里

線などの都市計画道路整備が進められ、都市基盤整備により大きくまちの形が変

わっていくタイミングにあります。

そのため、東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会が平成28年に設置

され、地域住民・事業者・行政による議論を経て平成30年３月にまちづくり構想

が策定されました。

新大阪駅東口地域においても平成29年３月に新大阪駅東口まちづくり部会が設

置され、具体的なまちづくりの方向性が議論されています。

その一方で、十三から新大阪、淡路までの広域のまちづくりについては、北陸

新幹線やリニア中央新幹線の計画にあわせたターミナルや都市再生特別措置法に

基づく都市再生緊急整備地域について検討も進められています。
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〔予想される地域の変化〕
 市営住宅の建替えに伴い住宅余剰地が発生
 おおさか東線の新大阪駅乗入（H31春開業）
 阪急高架切替後、歌島豊里線が区内で全線開通予定

〔周辺状況〕
 「市営日之出北住宅」の建替えが展開
 「市民交流センターひがしよどがわ」が公用廃止
 周辺には市有地・民有地の未利用地が点在 など

連携・協動

〔まちづくり組織のイメージ〕

＜新大阪駅東口まちづくり部会＞ 【テーマ・構成・主な活動】
 テーマ

➢ 大阪・東淀川区の玄関口にふさわしいまちづくり
➢ 人権を尊重するひとにやさしいまちづくり
➢ 駅に近接する幹線道路沿道にふさわしいまちづくり

 構成
➢ 地権者：（一財）日之出会、阪急電鉄㈱、大阪市
➢ 地 域：西淡路・啓発地域活動協議会代表者
➢ 行 政：都市計画局、都市整備局、区役所など
➢ 有識者：学識経験者
➢ 事務局：区役所

 主な活動
➢ まちづくり対象は駅東口から概ね0.5㎞の半円内
➢ 地域の現状把握や課題整理など必要な情報収集
➢ 市営住宅配置計画案の提案
➢ 市有地等処分後の「まちづくりの方向性」の提案
➢ その他、まちづくりに必要な事項 など
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１．新大阪駅東口を取り巻く環境

新大阪駅東口まちづくり部会においては、まちづくりの３つのテーマのもとに、

地域をはじめとする構成団体の代表者が地域の現状把握や課題整理などの情報収

集のもと意見交換を重ねてきました。

これまでの意見や地域を取り巻く環境を踏まえて具体的なまちづくりを進める

ため、東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想にもとづいて、この新大阪

駅東口地域のまちづくりの方向性を取りまとめる必要があります。

〔西部地域のまちづくり〕 〔新大阪駅東口のまちづくり〕

〔西部地域のまちづくり〕
 「西部地域バリアフリーまちづくり協議会」にて議論
 都市基盤整備に合わせた総合的なまちづくり
 地域住民主体で「まちづくり構想」を提案
 関係者間で取組みを「アクションプラン」として具体化

〔新大阪駅東口のまちづくり〕
 「アクションプラン」づくりの一環
 「西部地域まちづくり構想」に沿ったまちづくりテーマ
 まちづくりテーマを実現するための「まちづくの方向性」の提案

＜新大阪駅東口まちづくり部会＞

基本目標

東口のテーマ

東口の取組み

土地利用の方向性
敷地レベル方向性

基本理念

＜西部地域バリアフリーまちづくり協議会＞
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新大阪駅東口周辺地域の生活環境改善

• 大正14年の大阪市編入に際し、北中島村東宮原から東淀川区日之出町へと改名

• 昭和20年６月の空襲により、壊滅的な被害を受け多くの市民が被災

➢ 多くあった住戸は激減したが、被災者や生活困窮者などが他の地域から流入

• 東海道新幹線の建設を契機とした土地区画整理や市営住宅建設

➢ 地域の「新大阪駅にふさわしいひのでのまちづくりを！」という考え方のもと住

民の立場に立ったまちづくりが進められ、地域住民の住環境が改善

• 同和対策特措法の制定に伴う地域の総合的な改善・対策に向けた同和対策事業の推進

➢ 生活環境の改善や解放会館や青少年教育や福祉関係を中心とした諸施設を整備

➢ 学校教育・社会教育の両面から同和教育が推進され、解放会館や青少年会館等を

活用した取組みとも相俟って、ソフト面でも同和問題解消の取組みが大きく前進

• 平成14年３月末の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」

の失効により特別措置としての同和対策事業は終了したが、啓発や教育、就労などの残

された課題の解決に向けて、一般施策による取組みが進められている

生活環境改善の近年の動き

• 現在、新大阪駅東口付近では、様々な活動団体が組織され、多種多様なソフト面のま

ちづくりが行われており、当該地域のみのコミュニティづくりにとどまらず、他の地

域、他団体との協働など、横方向にも多様な活動が展開されている

• 一方、解放会館は人権文化センターに改称され、さらに青少年会館・地域老人福祉セ

ンターとの統合により「市民交流センターひがしよどがわ」となり、多世代の市民の

地域を超えた交流促進、コミュニティづくり支援、公益的な活動を行う市民活動の育

成を行う場として活用されてきましたが、全般的な利用率の低迷などから平成27年度

をもって廃止された

• 市営住宅においても、質の向上から多様な年代・世帯のコミュニティミックスの推進、

地域まちづくりへの貢献、コミュニティの活性化へと使命が移ってきており、たくさ

んの方が市営住宅に住まわれているなか、市営住宅の更新については「大阪市営住宅

ストック総合活用計画」に基づき、順次、建替事業が進められている
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１．新大阪駅東口を取り巻く環境
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１．新大阪駅東口を取り巻く環境

出典：日本図誌体系 近畿Ⅰ 伊丹（大10測）・大阪西北部（第12測）・吹田（大12測昭2部測）・大阪東北部（大13測）

出典：日本図誌体系 近畿Ⅰ 吹田村（昭和22修24資修）・大阪東北部（昭22修）

出典：国土地理院 大阪北西部・東北部（昭和42改43修）

出典：国土地理院 大阪東北部（令1）
出典：地理院地図（電子国土Web）

出典：地理院地図（電子国土Web）

出典：地理院地図（電子国土Web）

出典：地理院地図（電子国土Web）
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新大阪東口まちづくりビジョンの検討
・東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想の実現に向けた取り組み
・都市再生の動きを活用したまちづくり
・「ひと」と「まち」をつなぐ
・まちづくりの方向性のまとめ

まちづくりの考え方
• 新大阪東口まちづくり部会での意見
• 東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想
• 第２期東淀川区保健福祉計画
• 新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域検討協議会
• 基本的な考え方

まちづくりの進め方
• 先導的なまちづくりの検討範囲
• 活用対象未利用地について
• 地域と一体的に進める持続可能なまちづくり
• 拠点エリアの開発による持続可能なまちづくり

まちづくりビジョン検討の過程をフロー図形式でまとめました。

１点目として、これまでの部会での意見、バリアフリーまちづくり構想をはじ

め保健福祉計画や都市再生緊急整備地域検討協議会での検討の内容を、まちづく

りの基本的な考え方としてまとめます。

２点目に、地域と一体的なまちづくりを実現するため、西部地域の先導となる

まちづくりの検討範囲と核となる拠点エリアのまちづくりのイメージ、その波及

効果をまとめ、まちづくりの進め方とします。

そして３点目に、まちづくりの考え方とまちづくりの進め方を、①バリアフ

リーまちづくり構想の実現に向けた取組み、②都市再生の動きを活用したまちづ

くり、③ひととまちをつなぐ、という３つのテーマにまとめ、まちづくりの方向

性とします。

２．まちづくりビジョンの検討フロー



新大阪駅東口まちづくり部会での意見を上記のように整理しました。

第２回部会では「人権を尊重するまちづくり」「大阪の玄関口にふさわしいま

ちづくり」という地域からの提案に「幹線道路沿道にふさわしいまちづくり」を

加え、まちづくりのテーマを設定しています。

また、新大阪駅東口の課題としては、第３回部会で「道路の整備に伴う人や車

の動きの変化」「市営住宅の建替えなどに伴う跡地の土地利用」「地域の忌避意

識の解消」や「住民目線のまちづくりの継続」などの課題が挙げられました。

あわせて、広域視点のまちづくりの動きを確認し、まちづくりに活かしていく

べきとの意見もありました。
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３．まちづくりの考え方

新大阪東口まちづくり部会での意見

新大阪駅東口の課題
• 道路整備等に伴う人・車の動きの変化
• 市営住宅等の建替え・廃止に伴う跡地の土地
利用

• 高齢者の単身世帯の増加
• 地域活動団体の担い手の高齢化
• 忌避意識の解消
• 保健福祉、地域住民目線のまちづくりの継続

など

広域視点のまちづくりの動き
• リニア中央新幹線、北陸新幹線など広域交
通ターミナル整備の検討

• 都市再生緊急整備地域の指定による土地の
高度利用の検討

■第３回新大阪駅東口まちづくり部会（平成31年１月17日）

地域からの提案
• 「人権を尊重するまちづくり」という方向
性で進めたい。

• 「大阪の玄関口にふさわしいまちづくり」
を目指したい。

• 住民参加でまちづくりを計画したいという
思いがある。
など

新大阪駅東口のまちづくりのテーマ
・大阪・東淀川区の玄関口にふさわしい
まちづくり

・人権を尊重する人にやさしいまちづくり
・駅に近接する幹線道路沿道にふさわしい
まちづくり

■第２回新大阪駅東口まちづくり部会（平成29年８月８日）
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第三の居場所づくり・孤独を作らない地域のつながりによる
安全・安心づくり

関西各地につながる
便利・快適なまち

だれもが住みやすく
楽しく暮らせるまち

地域住民の高齢化、単身世帯の増加及び
子育て世帯の孤立など、だれもが孤立しない
地域をめざします。

そのため、見守り、見守られる関係づく
りや、地域での居場所づくりなど、子どもか
ら高齢者まで、あらゆる人が地域の中の豊か
なつながりのもと、安心して暮らせる環境づ
くりに取り組みます。

西部地域は、関西各地につながる交通結
節点となることで、全国また世界各地から
人が訪れる場所になります。その中でも、
住民がこれまで通り暮らし続けられる地域
を前提とし、その上で、大阪の玄関口とし
て、まちに人を呼び込み、出会いや交流な
どの相乗効果を生み出すまちをめざします。

そのため、これまでの歴史や文化資源、
にぎわいある商店街などの人的資源などを
活かしながら、地域に「行ってみたい」と
感じられる魅力づくりや「住みたい」と感
じられる、便利で快適な住環境づくりに取
り組みます。

「みんなで つながる ふだん暮らしのま

ち」を実現するには、あらゆる差別を解消
し、年齢や性別、価値観、障がいの有無な
どを超えた「人と人とのバリアフリー」を
めざす必要があります。

そのため、人と人をつなぐ垣根を越えた
関係づくりや、ハード・ソフト両面のバリ
アフリー、若い世代や女性なども地域活動
に参加しやすい環境づくり、多様な世帯が
住み続けられる住宅・住環境の充実などに
取り組みます。

「
み
ん
な
で

つ
な
が
る

ふ
だ
ん
暮
ら
し
の
ま
ち
」

基本理念
（まちの将来像）

基本目標
（まちづくりの基本方針）

子育てがしやすい・子どもの孤食をなくす

実現したい暮らし・まち
（まちづくりのテーマ）

楽しい地域活動ができる

高齢者が安心して暮らせる

東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想

誰にもやさしいユニバーサルデザイン

人と人をつなぐ垣根を越えた関係

多様な世帯にとって住みよい住環境

世界各地から人が集まり交流が生まれるまち

歴史や文化を尊重するまち

家庭や職場、学校以外に「第三の居場所」となる拠点づ
くりを通して高齢者から子どもまで地域のつながりを生み
出し、孤立することがない仕組みづくりに取組みます。

働きながら子育てがしやすく、子どもがのびのびと育つ環
境づくりなどを通して、子どもが一人で食事することがな
い地域をめざした、取組みを進めます。

新たに整備される施設のハード面のバリアフリーだけで
なく、手助けを必要とする方への声かけや心遣いなどソフ
ト面でのバリアフリーにも取組みます。

地域活動の担い手不足の解消に向けて、新たな世代が気
軽に参加できる組織づくりと、新たな地域活動が継続する
仕組みづくりに取組みます。

だれもが地域の一員として受け入れられ、その人が、そ
の人らしく、ありのままに暮らせる地域をめざし、人権を
尊重するまちづくりに取組みます。

多様な世帯が住む活気ある地域をめざし、ファミリー世
帯や高齢世帯、学生などをはじめ、様々な世帯が住みやす
い住宅の確保と魅力ある住環境づくりに取組みます。

新大阪駅東口、淡路駅など大阪から世界に繋がる玄関口
にふさわしいまちづくりとともに地域住民が住み続けられ
るまちとして、バランスを図りながら取組みます。

これまでの地域の成り立ちや歴史資源を大切にするとと
もに訪れた人が懐かしいと感じられる雰囲気を大切に、ふ
だん暮らしのまちをめざした取組みを進めます。

高齢単身者の増加が見込まれる中、高齢者が移動や買い物
などに不自由することなく、安心して暮らし続けられる地
域をめざした、取組みを進めます。

西部地域バリアフリーまちづくり構想（H30.3）

３．まちづくりの考え方

東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想は、新大阪駅東口を含む広域的

な範囲のまちづくりの方向性を示したもので、「みんなでつながるふだん暮らし

のまち」を基本理念に、３つの基本目標のもと、具体的なまちづくりの方向性を

描いています。

ここでは、地域に住むひとびとが安心して暮らせるまちや新大阪につながる便

利・快適なまちの姿が示され、出会いや交流などの相乗効果を生み出す方向が示

されています。
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第２期東淀川区地域保健福祉計画（R3.3）

３．まちづくりの考え方

第２期東淀川区地域保健福祉計画は、東淀川区の特色や実情を踏まえ、地域コ

ミュニティや地域保健、生涯学習、子育てといった分野を包括する、東淀川区の

取り組みを総合的・体系的にとりまとめた計画です。

東淀川区のまちづくりの方向性について、取り組みの基本となる考え方が示さ

れています。
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３．まちづくりの考え方

新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり方針２０２２

新大阪駅周辺地域では、国・府・市・経済団体・民間事業者による新大阪駅周辺地域都市再

生緊急整備協議会が設置され、まちづくりの検討が進められています。

新大阪エリアにおいては、交流促進・交通結節・都市空間の３つの機能の質と量を高めるこ

とが重要とされており、民間都市開発への期待やコロナ禍を契機とした対応についても検討が

進められています。

新大阪、十三、淡路の各エリアの分担
新大阪駅周辺地域全体としては、３つの駅を中心とし

た来訪者の徒歩圏において、防災性を高めることはも

とより、現状の土地利用にも配慮しながら、交流促進・

交通結節・都市空間の機能向上を図る

新大阪駅周辺地域が担うべき役割

人の集積を図るために、大規模な建て替え、土地利用転換などのまとまりのある民間都市開発に合わせて、交流促進・交通結節・

都市空間の機能の向上を図る。

エリアの価値向上に向けた民間都市開発への期待

歩きたくなるまちなか

質 の 高 い 機 能

ま ち の 景 観 環境

交通、防災

魅力的な低層部

空間利用の

イノベーション

周辺機能向上

広場・公園等
の美装化

デッキの整備

エリアのための駐車場
貯水施設 など

直接機能

間接機能

一般的な機能

世界有数の広域交通ターミナルのまちづくりの実現

〇エリアで活動する人の目線

〇新大阪の地理的条件

<まちづくりの視点>

①広域のハブ拠点
②国土軸と大阪都市軸のクロスポイント

→広域交流、世界・日本中 と関西をつなぐ

①Society5.0
②新型コロナによる変化

①ハブとして利用する人
②目的地とする人など
→国内外の誰もが利用しやすい、多様で柔軟なサービス

〇新型コロナ危機を契機とした社会変化を踏まえ
た超スマート社会における拠点のあり方

・リニア中央新幹線の全線開業によるスーパー・メガリージョンの形成や社会状況の変化に備え、広域交通の一大ハブ拠点と
なる新大阪駅周辺地域（新大阪・十三・淡路）の20年から30年先を見据えた新しいまちづくりを官民が共有して進めていく。

新大阪駅周辺地域の全体構想

①スーパー・メガリージョンの西の拠点 ②広域交通のハブ拠点

③世界につながる関西のゲートウェイ



新大阪駅東口まちづくり部会の意見をもとに、関連計画等を踏まえて検討した、

まちづくりの目標に向けた取り組みの考え方を示しています。

一つ目の視点は人にやさしいまちづくりです。これはお年寄りや障害を持つ方

だけではなく、そこで生活をし、働く人などあらゆる人が地域の中で安全で安心

して暮らせるまちをめざしています。

二つには、玄関口にふさわしいまちづくりです。地域に隣接する新大阪駅は大

阪、関西から全国へつながる一大ターミナルです。現状は、鉄道駅の乗り換え口

として多くの方が利用されているに留まっていますが、まちに人を呼び込み、出

会いや交流などの相乗効果を生み出す、魅力あるまちをめざしています。

この「ひとにやさしいまちづくり」と「玄関口にふさわしいまちづくり」の２

つの視点が両輪となって、新大阪駅東口のまちづくりを進めること、それが、ま

ちづくりの基本的な考え方であると考えています。
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３．まちづくりの考え方

新大阪駅東口のまちづくりの目標に向けて

まちづくりの基本的な考え方

東淀川区西部地域 ほか
（東淀川区西部地域バリアフリー

まちづくり協議会）

新大阪東口のまちづくりを支える両輪
「玄関口にふさわしいまちづくり」と「人にやさしいまちづくり」の２つの視点があること

でまちづくりが進んでいく。

国・府・市 ほか
（新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域検討協議会）

地域の人々による
安全安心のまちづくり

地域の意見を踏まえた
広域視点のまちづくり



まちづくりの進め方として、西部地域のまちづくりを実現する上で、先導となる

新大阪駅東口のまちづくりの検討範囲を示しています。

この範囲は、新大阪駅東口から概ね500ｍの範囲で、道路等で囲まれた範囲を中

心にしています。

また、玄関口にふさわしいまちづくりを進め、その開発効果を周辺部へ波及させ

る核となる拠点エリアの一つとなりうる市営住宅の建替えに伴う余剰地の範囲の案

を活用対象未利用地として示しています。

※住宅余剰地については、建替事業の状況や北陸新幹線・リニア中央新幹線の動向等により変更になる可能性がある
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４．まちづくりの進め方

先導的なまちづくり検討範囲は新大阪駅東口から概ね500mの半円内とする

凡例

先導的な
まちづくり
検討範囲

処分検討地
（大阪市）

住宅余剰地

その他用地

先導的なまちづくりの検討範囲



新大阪駅東口まちづくりの進め方については、短い期間で一度に行う大規模開

発ではなく、拠点エリアの開発誘導により地域と一体的に緩やかに進めるまちづ

くりが適切と考えています。

今ある住民の生活や生活環境などの既存のまちとの共存を図りながら、既存建

築物の機能更新や建替え、用途変更などによる緩やかな開発により新たな人の交

流や賑わいの創出が進めば、地域と一体的に進める持続可能なまちづくりが可能

となるものと考えています。
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４．まちづくりの進め方

地域と一体的に進める持続可能なまちづくり

地域と一体的に進める持続可能なまちづくり（緩やかな開発）

まちづくり
の進め方

・未利用地や余剰地に周辺地域と連携する拠点施設を先導的に誘導
・周辺地域に交流や連携を波及させながら、住民や既存施設の自立更新や機
能更新を促し、緩やかにまちづくりを進める。

効 果
・住民や既存施設（これまでの生活環境）との共存
・開発による波及効果での交流や賑わいの創出
・自力更新やまちの機能の更新の促進

留意点
・まち全体が更新されるまでは長期間を要する
・施設誘導にあたって事業性への配慮が必要
・緩やかな開発であり統一的な開発が（方向付け）が困難

イメージ

先導的なまちづくり検討範囲

拠点エリアへの開発の誘導

自力更新等
による建替促進

交流波及効果

駅



拠点エリアの開発誘導により地域と一体的に緩やかに進めるまちづくりにおい

て、核となる拠点エリアの開発が先導的なまちづくり検討範囲と周辺地域へ及ぼ

す波及効果のイメージを図で示しています。

新大阪駅東口の未利用地などの活用により核となる拠点エリアの開発を促進し、

それにより、西部地域の先導的なまちづくりが進められ、さらに、その周辺地域

へ開発効果が波及することを想定しています。また、官民連携を推進し、未利用

地については、民間活力を活用した開発を促進します。

この進め方に沿ってまちづくりしていくためには、地域住民、関係団体、行政

等が同じ方向に向って取組むことができるよう、まちづくりの考え方を共有する

必要があります。

13

４．まちづくりの進め方

拠点エリアによる波及効果イメージ
• バリアフリーまちづくり構想の実現に向け、新大阪駅東口の未
利用地等の活用により拠点エリア開発を促進し、先導的なまち
づくり検討範囲、さらには周辺地域へ開発効果を波及させる

• 地域全体のポテンシャルを向上させ、地域住民の生活基盤を底
上げし、地域の持続可能なまちづくりの促進につなげる

• 拠点エリアにオフィスを誘導し、さらに中小
企業や起業家の入居などが進めば、地域に居
住しながら地域で働く人々の増加を促進し、
交流も生まれる

• 地域で生活する人々の増加が地域を活性化さ
せ、ファミリー層を含む多様な世代の多様な
人々が活躍し生活する地域となる

• 低層階を中心に交流の場や生活関連施設が配
置されることで、地域住民の利便性向上や交
流促進につながる

• 地域に根差した住民や企業の増加により、地
域活動の活性化と世代間交流が促進される

など

例えば・・・

• 多様な人々が生活し活動する交流のまちを具体化するため、拠点エリアの開発によりその効果を波及
的に広げ、地域との共生やにぎわいと交流のまちづくりを促進する

開発効果
（影響）

開発効果
（影響）

地域内での多様な都市活動

連携

地域住民との交流拡大

連携

拠点エリア

周辺地域

開発ポテンシャルの伝播

先導的なまちづくり検討範囲を
超えて周辺地域へ開発効果が波及

先導的なまちづくり検討範囲

拠点エリアの開発による持続可能なまちづくり

西部地域まちづくり構想の実現 ＋ 新大阪駅東口の未利用地等の活用
＝ 「拠点エリアの開発による持続可能なまちづくり」



14

５．まちづくりビジョンの検討

まちづくりビジョンの検討にあたり、３．まちづくりの考え方で示した「玄関

口にふさわしいまちづくり」と「人にやさしいまちづくり」の２つの視点のもと、

４．まちづくりの進め方で検討された、未利用地などの活用による拠点エリアの

開発の促進と、その波及効果によるまちの機能の更新などを促しながら住環境を

保持する緩やかな開発、そして行き交う人々とまちのつながり、を３つの柱に整

理し、まちづくりの方向性として取りまとめます。

・東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想の実現に向けた取り組み
（テーマ：人権を尊重する人にやさしいまちづくり）

東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想

関西各地につながる便利・快適なまち

だれもが住みやすく楽しく暮らせるまち

地域のつながりによる安全・安心づくり

基本理念（まちの将来像）「みんなで つながる ふだん暮らしのまち」

基本目標（まちづくりの基本方針）

第三の居場所づくり・孤独を作らない 子育てがしやすい・子どもの孤食をなくす

楽しい地域活動ができる

高齢者が安心して暮らせる 誰にもやさしいユニバーサルデザイン

人と人をつなぐ垣根を越えた関係

多様な世帯にとって住みよい住環境

世界各地から人が集まり交流が生まれるまち

歴史や文化を尊重するまち

実現したい暮らし・まち（まちづくりのテーマ）

地域の人々が生活し活動する共生社会

◼ 地域に住まう多世代・多様な人々の生活を豊かにする、人権を尊重する共生社会を目
指した持続可能なまちづくり

◼ 人々が行き交い、各地から集まり、地域の人々と豊かにつながりあえる交流の場
◼ 歴史と調和し、世代間の交流が活発となる、生活に根差した地域の交流空間

一つ目の柱として、まちの機能の更新などを促しながら住環境を保持する緩や

かな開発として、地域の人々が生活し活動する共生社会を目指し、地域に住む

人々の生活に根差した持続可能なまちづくりを進めることとしています。

二つ目に、多様な人々が活躍する玄関口として、都市再生の動きを活用したま

ちづくりの推進、地域の活性化の促進、新たな働き方と日常生活を掲げています。

三つ目の柱は、人とまちをつなぐ幹線道路沿線にふさわしいまちづくりとして、

この地域と周辺地域または全国へと繋がる交通至便なアクセス性により利便性の

向上と人の交流を促進する内容としています。
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５．まちづくりビジョンの検討

多様な人々が活躍する大阪の玄関口
◼ 玄関口にふさわしく、人が集まるための環境の強化を図り、地域の活性化を促進

◼ 新大阪駅に近接する地域特性を活かし、クリエイティブに多様な人々が活躍する持続可能なまち

◼ 職住近接のまちと技術革新が描く、新たな働き方と日常生活のかたち

◼ 新大阪駅を利用する人々が立ち寄り、東淀川区・淀川区からアクセスしやすい交流拠点

◼ 魅力的な空間や安心感のある歩きたくなる歩行者空間のネットワーク

都市再生の動きを活用したまちづくり(テーマ:大阪･東淀川区の玄関口にふさわしいまちづくり)

「ひと」と「まち」をつなぐ（テーマ：駅に近接する幹線道路沿道にふさわしいまちづくり）

まちづくり検討範囲

地域とつながり全国とつながる
◼ 周辺地域とつながる歩行者ネットワークにより、当地区を経由した周辺地域とのアクセス性を

向上させ、利便性向上と交流を促す

◼ 東口の南北に位置する交通広場の再編により、周辺地域からのアクセスや乗り換え利便性を向

上させるとともに、新大阪駅周辺（十三～淡路）の拠点として地域相互の連携を促す

◼ 新大阪駅との動線を確保することで、全国とつながる地域の特性を強化する

民間都市開発に期待するまちづくりのイメージ
歩きたくなるまちなか

質 の 高 い 機 能

ま ち の 景 観 環境

交通、防災

魅力的な低層部
空間利用の

イノベーション

周辺機能向上

広場・公園等
の美装化

デッキの整備

エリアのための駐車場
貯水施設 など

直接機能

間接機能

一般的な機能

機能の向上を図るゾーンにおける駅とまちが一体となった
空間形成と周辺ゾーンの関係性のイメージ
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６．新大阪駅東口まちづくりビジョン

これら３つの柱をまとめたものをまちづくりの方向性とし、それぞれの柱を一

体化させ、人にやさしく、玄関口に相応しいバリアフリーまちづくり構想の実現

に向けた、新大阪駅東口のまちづくりを進めていきます。

引き続き、民間活力による未利用地の活用方策など、まちづくりの具体化に向

けた検討を進めていきます。

多様な人々が活躍する大阪の玄関口

◼ 玄関口にふさわしく、人が集まるための環境の強化を図り、地

域の活性化を促進

◼ 新大阪駅に近接する地域特性を活かし、クリエイティブに多様

な人々が活躍する持続可能なまち

◼ 職住近接のまちと技術革新が描く、新たな働き方と日常生活の

かたち

◼ 新大阪駅を利用する人々が立ち寄り、東淀川区・淀川区からア

クセスしやすい交流拠点

◼ 魅力的な空間や安心感のある歩きたくなる歩行者空間のネット

ワーク

地域の人々が生活し活動する共生社会

◼ 地域に住まう多世代・多様な人々の生活を豊かにする、人権を尊

重する共生社会を目指した持続可能なまちづくり

◼ 人々が行き交い、各地から集まり、地域の人々と豊かにつながり

あえる交流の場

◼ 歴史と調和し、世代間の交流が活発となる、生活に根差した地域

の交流のまち

地域とつながり全国とつながる

◼ 周辺地域とつながる歩行者ネットワークにより、当地区を経由

した周辺地域とのアクセス性を向上させ、利便性向上と交流を

促す

◼ 東口の南北に位置する交通広場の再編により、周辺地域からの

アクセスや乗り換え利便性を向上させるとともに、新大阪駅周

辺（十三～淡路）の拠点として地域相互の連携を促す

◼ 新大阪駅との動線を確保することで、全国とつながる地域の特

性を強化する

新大阪駅
東口

地域の人々が

生活し活動す

る共生社会

地域と

つながり

全国とつながる

多様な人々が

活躍する

大阪の玄関口

まちづくりの目標

地域との共生、にぎわいと交流をめざす

新大阪駅東口まちづくりの方向性



バリアフリーまちづくり構想の実現に向け、未利用地

が点在する特性を活用して新大阪駅東口の拠点エリア開

発を促進し、先導的なまちづくり検討範囲、さらには周

辺地域へ開発効果を波及させていきます

地域全体のポテンシャルの向上により、生活基盤の向

上など地域の持続可能なまちづくりの促進につながって

いきます

多様な人々が生活し活動する交流のまちを具体化する

ため、拠点エリアの開発によりその効果を波及的に広げ、

地域との共生やにぎわいと交流のまちづくりを促進して

いきます

波及効果

段階的に進める新大阪駅東口まちづくり

ステップ２：先導的なまちづくり

ステップ３：周辺地域でのまちづくり

ステップ１：拠点エリア開発

６．新大阪駅東口まちづくりビジョン

波及効果

波及効果

新大阪駅
東口地域
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区 分 団 体

学識経験者 近畿大学

地権者

一般財団法人日之出会

阪急電鉄株式会社

市民局

契約管財局

地 域
西淡路地域活動協議会

啓発地域活動協議会

行 政

都市整備局

計画調整局

東淀川区役所
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新大阪駅東口まちづくり部会構成員

Ｒ04.02.24現在

（参考）

新大阪駅東口まちづくり部会開催経過

第１回部会開催（平成29年３月30日）
⇒新大阪駅東口まちづくり部会が発足

第２回部会開催（平成29年８月８日）
⇒市営住宅の建替を早期に再開することで合意

第３回部会開催（平成31年１月17日）
⇒市営住宅建替計画を確認

第４回部会開催（令和２年10月12日）
⇒市営住宅建替に伴う余剰地およびまちづくり
範囲を検討

第５回部会開催（令和３年12月23日）
⇒新大阪東口まちづくりの方向性を検討

第６回部会開催（令和４年２月24日）
⇒新大阪駅東口まちづくりの考え方の確認

≪バリアフリーまちづくり協議会≫

（構成）

◆学識経験者

◆各地域活動協議会等の会長等

◆各事業者・行政の代表者

◆会長は区長が努める

◆事務局は区役所が担う

（役割）

◆基本方針や方向性の確認

◆まちづくり構想の提案 など

≪まちづくり構想部会≫
◆課題整理や解決手法の検討
◆関連する事業計画の情報提供や連絡調整
◆構想の作成に向けた調整・協議
◆ まちづくり構想案の作成
◆ まちづくり構想実施に係る連絡調整 など

≪新大阪東口まちづくり部会≫
◆ まちづくり対象は駅東口からおおむね0.5kmの半円内
◆地域の現状把握や課題整理など必要な情報収集
◆市営住宅配置計画案の提案
◆私有地等処分後の「まちづくりの方向性」の提案
◆ その他、まちづくりに必要な事項 など



東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会
新大阪駅東口まちづくり部会


